
 

 

  

特集 公害審査会前会長へのインタビュー 
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“公害審査会の役割について” 

大阪府公害審査会 播磨前会長にお伺いした活性化のヒント

公害等調整委員会事務局は、大阪府公害審査会前会長の播磨政明弁護士にインタビューを
行いました。播磨弁護士からは、令和６年６月７日に開催された「第54回 公害紛争処理連絡
協議会」のグループ別意見交換において、大阪府の先進的な取組の事例をご紹介いただいた
ところです。 
インタビュー実施のきっかけは、それらの事例の中に「公害審査会の活性化」等を進めてい

く上でのヒントがあるのではないかと考えたからです。 
そのため、播磨弁護士には改めて“大阪府公害審査会の活性化”について、在任中に取り組ん

でおられたことや“公害紛争処理制度全体の運営が円滑に進むために”考えておられたこと等
を以下のテーマに沿ってお伺いしました。 

１ 公害紛争処理の調停の強み、特性 
２ 公害紛争処理制度と公害審査会の存在意義 
３ 公害審査会への申立ての誘導について 
４ 今後の公害紛争処理制度に期待すること 

その他、日頃、公害苦情相談に従事されている職員の皆様への温かいメッセージも頂戴し
ました。市区町村の公害苦情相談窓口、公害審査会及び公害等調整委員会からなる公害紛争
処理制度全体としての「解決力の総和」を高めるためには、公害紛争処理制度で解決されるべ
き紛争が未解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理されるように環境を整えることが
重要です。本インタビュー記事が、関係者の皆様の今後の取組の参考になれば幸いです。  

（令和６年11月29日 大阪府・伏見町法律事務所にて） 

 播磨 政明  氏 

（はりま まさあき） 

弁護士 

大阪府公害審査会前会長 



公害審査会前会長へのインタビュー 

１ 公害紛争処理の調停の強み、特性 

①“大阪府公害審査会の調停の強みは、粘
り強く熱意を持って進めていくというと
ころにあります。「何とか円満解決したい」
という熱意を全員が持っているんです。”

大阪府公害審査会の特色として、長期間に
渡って調停を行っているということと、調停
回数を多数重ねて円満解決を図るというの
があります。 
全体の委員数は15人です。弁護士が５人、

学者や有識者が10人いて３人でチームを組
みます。弁護士が必ず調停委員長になります。
ですから、あとは学者と有識者、学者の中で
も専門と専門外の人を組み合わせて、その３
人で委員会を構成します。弁護士である調停
委員長は、弁護士会の推薦を受けていますの
で、非常に熱意を持っていらして、とにかく
「調停を成立させたい」という強い意欲を持
っています。粘り強く長期間に渡って、多数
回の調停をして「何とか円満解決をしたい」
という熱意を全員が持っています。そういう
ことで長期間、多数回の調停を重ねることに
なるのですね。 
例えば、問題が音源である場合は、音響の

専門家の方に調停委員として入っていただ
きますので、測定も簡易に自らやってくださ
います。そのようにして方向性は大体、専門
家の方が示してくれます。弁護士と専門家が
一緒に頑張って進めていくという双方の兼
ね合いが「熱意を持って調停を重ねていく」
ということに繋がっています。 

②“申請人、被申請人双方が相手方に対して
どういうふうにお考えになっているか、そ
の辺りを中立的に進行するということを
心がけています。”

もう一つ、調停に当たり一番大事なのは、
中立、公正に双方の言い分をお聞きするとい
うことです。 
大阪の場合、直近５年間の統計を見ても、

令和元年から令和５年までに32件申立てが
あったんですが、そのうちのどちらか又は、
双方に代理人の弁護士が付いているケース
が23件ありました。つまり、72％の事件に代
理人がついています。ついていない人もいま
すので、その場合は、被害事実を訴えてきた
ときの資料を収集して、双方が相手方に対し
てどういうふうにお考えになっているか、そ
の辺りを中立的に進行するということを心
がけています。 
申請人ご本人から、怒られたこともありま

すよ。なかには、公害審査会を救済機関だと
思って申請してくる方もおられます。そうい
った場合は、お互いに譲り合う「互譲精神」
をあまり理解してくれなくて、自分たちの言
い分を認めてくれるのが当然じゃないかと
おっしゃって、とても怒られたことがありま
す。苦情を聞く場なのかどうかというところ
もありますけれど、なかなか難しいと思った
事件があります。 
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代理人が申請人に対して、調停とはどうい
うものか十分に説明して、その上での申立て
だったら良いんですが、資料も乏しく、自分
たちの感情を訴えて、僕ら調停委員を説得し
て、相手方に譲歩を求めてもらおうというお
考えを持った事件でした。そういうお考えな
ので、こちら側が色々聞くと怒り出すんです
よね。それは、本当に困りましたね。だから、
期待されるのは良いんですが、公害審査会は
救済機関だから何とかしてくれると思って
おられると、解決の仕方が難しい場合があり
ます。 

③“規制基準も超えていないし、受忍限度も
超えていないとなると話合いにならない。
そのような場合でも何らかの被害があれ
ば、そういう被害があるんだということを
原因者にも分ってもらい、何らかの解決を
目指すということが重要なのかなという
ふうに思います。”

公害紛争と言っても近頃は、ご近所トラブ
ルのような問題も多いんですね。マンション
の上下で「何か気に入らん」とかね。何でそ
んなに気になるのかと現地調査に行っても
らうと、実は、そのマンションの周りがあま
りに静かすぎて、上下の騒音がもろに耳に入
るという案件でした。
こういうのは、現地に行かないと分らない

ことですし、行ってみたら上の階には子ども
さんがいらっしゃるんですが、ちゃんと床に
敷物を敷いて対応してくださっているんで
すよ。それでも、下の階に住んでいる人は気
になって仕方無いと。そういう辺りからもや
っぱり現地調査に行って見ていただくんで

す。典型７公害以外の問題がこれからもます
ます多くなるんじゃないですかね。 
紛争があればそれらも含めて受け付けて

いますし、相手方も典型７公害とは違うと言
って拒否する人はいません。そこに被害があ
れば、やはり何とかしようという姿勢があり
ますね。本当に事務局も調停委員も熱心なん
ですよ。紛争があれば、何とかまとめてみよ
う、まとめてみたいという気持ちで取り組ん
でいます。 
それから、音に関しては日中、自宅にいら

っしゃる方からの相談が多くなってきたん
じゃないですかね。昼間あまり外出せずにお
られる場合は、難しい場合が多いです。夜中
に給湯器を使ってお風呂に入るのが23時ぐ
らいだから、その音がうるさいだとか生活リ
ズムは人によって違いますよね。ずっと家に
いらっしゃるか、働きに出ているのかでも全
然違います。 最近では、ずっと家で仕事を
していて、何百メートルか離れたところの騒
音がうるさいという申立てもあります。ご自
分で測定して記録をつけている場合もある
し、業者に頼んで低周波音の測定をしてもら
ったという方もおられますが、その測定結果
はなかなか利用しにくいことも多いんです
よ。審査会の調停では、客観的に見て本当に
そうかなと確認したいけれど、申請人が独自
に依頼している測定結果はその点で、使えな
いこともあります。審査会では、証拠も客観
的に扱っていますから、申請人にとってあま
り良い結果に落ち着かないこともあります。
だから、受忍限度を超えている、超えていな
いという議論になるわけですね。そして、規
制基準も超えていないし、受忍限度も超えて
いないとなると普通は話合いにならない。そ
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のような場合でも、何らかの被害があれば、
そういう被害があるんだということを原因
者にも分かってもらうということが重要な
のかなというふうに思います。自分たちが思
わず被害を与えてしまっていることがある
んだということが分かれば、何とかできない
かなという部分もありますし。逆に隣の人が
おっしゃることがよく分からないというこ
とであれば、審査会で専門家から説明しても
らえば良いですし。調停委員も話を伺って、
じゃあ、ここのところをこう考えてみましょ
うと進めていくので、柔軟な考え方ができな
いとなかなか難しいですよね。 
柔軟性にも運用面と解決面の双方があり

ますが、自分の主張が全部通るわけでもない
けれども、相手の主張も全部通るわけじゃ無
いんだということですよね。 

④“紛争の進展に応じて、柔軟な解決方法を
模索してやっていますので、最初の申立
て時から成立した時点では、解決の内容
が全く違ってしまうこともあるんです。”

また、大阪の公害審査会で一般的に行っ
ていることですが、例えば、原因者に騒音
の防止措置などをしてもらうことになった
としたら、調停が終結するまでに実際、ど
こまで行っているのか「途中経過」を確認
して、解決していることを見届けていま
す。決して、ほったらかしにはしません。
調停は、強制力があるわけではないので、
執行の部分を考えると難しい部分もありま
すが、それでも、これまでもめたようなケ
ースはなく、皆さん誠実に対応してくださ
って終結しています。 

ですから、ある意味では、これも一つの
特色ですが、紛争の進展に応じて、柔軟な
解決方法を模索してやっていますので、最
初の申立て時から成立した時点では、解決
の内容が全く違ってしまうこともあるんで
す。 
例えば、一番始

めは、建設工事の
騒音や振動、日照
被害が問題とな
って申立てがあ
ったという事件。
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日照被害については、調停中に様々な説明を
受けていくうちに「これはやむを得ない」と
いうコンセンサスが出来てきたんです。それ
が、建物が完成に近づいてくると今度は、プ
ライバシーの問題が出てきた。つまり、その
建物からのぞかれてしまうから、こちらに面
している階段を全部、板で覆いを作って欲し
いという全く別の要求に変わるんです。最初
に訴えていた被害とは全く変質してしまっ
たんです。でも、だからと言って、それは駄
目ですよと断って打ち切るのではなく、原因
者側つまり被申請人側にもこういう要求が
あるけれどどうですかと一定程度、非常階段
の効用を無にしない程度の措置を取っても
らったりします。そして申請人には、これが
限界ですね、これ以上やると建築基準法に触
れてしまうので駄目ですよとしっかり説明
します。
その他にも出来上がってきた建物には、廊

下や階段の照明が一日中ついていて、今まで
何も無かった所だったのに「光害」が起きて
しまったじゃないかと、それを何とかして欲
しいという要求も追加されました。これはも
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う、被害を訴えているお宅のカーテン代を１
戸当たり何万円と算定して、申請者側にお支
払いするという金銭的解決で終わりました
が、当初の申立てとは全く違う柔軟な解決方
法ですよね。こういう終わり方をするケース
も結構あるんです。だから、建設工事が終わ
ったからと言って、調停を打ち切るというこ
とにはならないんですよね。申請人の要求に
応じて、模索しながらも円満解決を図るとい
うことなんです。 

⑤“もう一つの大阪の特色である「ロングラ
ン調停」は、解決するというよりむしろ、
話合いの場を提供する、お互いの協議の場
ということで、裁判所ではなかなか出来な
いようなことをしている。”

他にも、公害審査会は解決するというほか
に、話し合いの場を提供することにも徹して
います。成果がどこにあるのかというのはあ
りますけれども、住民サービスという感じで
取り組んでいます。弁護士の調停委員の任期
は６年ずつですけど、それを継続してつなが
っていく「ロングラン調停」を行ってきてい
るわけです。 
つまり、安心して協議出来る場を公害審査

会は提供していて、結果、長期間にわたって
調停期日を重ねているけれど、それが機能し
ているというところだと思います。公調委か
らすると、何やってるんだと言うことになる
と思いますけれど、これは大阪府の審査会の
中では意義のあることをやっているんだと
いう意識でおります。期日を重ねると申請人

の要求事項も変わっていって、苦情処理をし
ているような感じですね。もちろん、特殊な
事件ではあるので、全国の皆さんの参考には
ならないと思いますが、こういう使われ方も
あるといいますか、見守り型の公害紛争処理
になるんですね。 
見守り型だからこそ、普通の事件であって

も調停外で当事者同士が協議して、一定の措
置を講じてもらった結果を次回の期日で報
告してもらうということもやってもらって
います。例えば、次回の期日までにこれとこ
れをやってくださいと「宿題」を出して、そ
の報告を受けて、「次回はこれをやってきて」
と続けていく。そこまで行くと成立すること
が多いですよね。次回やること、次回までに
提出してもらうこととかをきちんと調書に
残しています。調停委員会からの指示で、当
事者に次回期日に報告を求めるということ
は、普通にやっていることですね。 
白黒つけるというより、どっちに寄ろうと

解決したら良いわけです。原因を明らかにす
るのは難しいところもありますし、ご本人た
ちも原因について裁定を求めるというより
も「解決」を求めていますので。資料だけで
は白黒つけにくいんです。そこは、突き詰め
すぎずに“ソフトエンディング”に持って行
くという努力をしているんですね。“ロング
ラン調停”もそうですよ。解決を遅らせると
いうのではないですからね。もし、解決する
としたら、この制度であれば取り下げてもら
うのかもしれないですよね。でも、それより
も覚書で今後も環境に配慮していくとかそ
ういう和解になると思うんです。
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２ 公害紛争処理制度と公害審査会の存在意義 

“本人の納得が非常に大きい解決ができる制
度だから、精神的な満足が得られる。裁判所
の調停よりも柔軟な解決ができるという点
で、公害審査会は非常に存在意義が大きい。” 

身近に相談できる体制としては、市町村に
公害苦情相談窓口がありますが大阪の方は、
結構難しいところがありまして、相談では解
決できず紛争になった場合、もちろん訴訟も
選択肢としてありますが、なかなか敷居が高
いというところがあります。その場合の受け
皿として公害審査会は非常に良い機能を果
たしていると思います。 
一番良いと思う点は、お互いに互譲しあっ

て、その上で納得した解決を目指すことがで
きるということです。裁判では、請求の趣旨
が必要ですが、公害審査会では、相手方に対
し、被害を無くす、あるいは軽減させるため
の行為を要求するものや何とかしてくれと
いうような措置要求をするようなものが大
半です。 

申請人は一般の市民の方ですので、手元に
資料が無いことも多いですし、専門家が近く
にいらっしゃるわけでもない。つまり、どう
やって資料を集めたら良いか、何をしたら良
いか分らないという状態でいらっしゃる。そ
れでも、裁判所とは違って特に請求の趣旨が
はっきりしていなくても、「何とか被害を少
なくしてほしい」とか「軽減してほしい」と
いうような「措置の要求」を求めても良い制
度です。金銭要求が求められても調停で相手
方が、それを認めることはめったにありませ
ん。 
金額で着地点を決めてしまうと、弁護士と

しては非常に難しい事件になってしまう。被
害を金銭に換算してお金が取りにくい事件
なんですね。それでも、申請人の納得が非常
に大きく、解決できる制度なので精神的な満
足が得られる。経済的な利益よりも、精神的
な満足を得るというのは、裁判所の調停では
難しいですから、柔軟な解決ができるという
点では、公害審査会は非常に存在意義が大き
い。 
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３ 公害審査会への申立ての誘導について 

①“大阪府公害審査会事務局の皆さんは、非
常に誠実に当事者に対応されます。相手方
に意見書の提出を依頼する場合もしっか
りケアしている。そうして、当事者に応じ
ていただけるよう水面下で相当な努力を
されている。そういうところがとても大き
いと思います。”

公害審査会に事件が上がってくる時点で、
もう既にこじれていて、「とても話合いによ
る和解なんてできない」だとか、「調停して
も不成立になるだけだ」というような、消極
的な意見もあるようです。 
でも、例えばですが市役所が実施した騒音

測定で規制値を上回る結果が出ているよう
な場合には、当事者間では、被申請人の方が
市役所の指導で一定の改善策を講じている
ことが、結構あるんです。それでも、申請人
ご本人が市役所による指導だけでは納得で
きない場合がありますので、どうしてもこじ
れてしまう。こじれているという言い方が良
いのか分りませんが、例えそうだったとして
も結局、調停委員３人が公正・中立の立場で
膝を交えて、非公開で双方の話を聞きます。
現地調査にも気軽に出かけて行きます。その
場で相手方にも直接話して、申請人ご本人や
他に被害を受けているお宅でも、同じように
話を伺って、どういう状況なのかを理解した
上で、規制値がどうあろうとも、もっと良い
解決ができないか耳を傾けていくと調停中
であっても、被申請人の方はもう少し、自ら
費用を投じて更に軽減措置をしてくださっ

たりすることがあるんです。 
この公害調停制度では、原因者と言われる

被申請人が対応してくれますし、調停に応じ
る、応じないというのは原因者にとっては自
由ですので、嫌だったら応じなければいいわ
けです。でも、僕が公害審査会在任中に断っ
た原因者はいませんでした。これは、被申請
人の方が、「調停がどんなところか、行って
みよう」と思ったのか、それとも「何か言い
たいことがあって行こう」と思ったのかは分
かりませんが、応諾率で言えば100％じゃな
いですかね。 
それは、被申請人に解決意欲があるという

のも、もちろんあると思いますけど、多分、
大阪府公害審査会事務局の皆さんが、非常に
誠実に対応されていて、被申請人に意見書の
提出を依頼する場合も被申請人にしっかり
ケアしている。そうして、応じていただける
ように水面下で相当な努力をされている。そ
ういうところがとても大きいと思います。

②“44％は事務局への相談が申請に結びつい
た事件。事務局含めて審査会全体で情報共
有できています。”

大阪府の公害審査会では、市町村の担当者
を集めて研修をしていますが、アンケート結
果を見ても「研修を受けて良かった」という
回答が多いです。もともと、基準値を超過し
ているような事件の場合、市町村に指導して
いただいていますが、指導しても状況が変わ
らないとか、そもそも基準値が無いような事
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案もありますので、そうした場合は調停の申
請ができることを相談者にはご案内するん
です。長期間にわたって事務局の方で相談対
応しているので、その過程で相談者と事務局
との間に一定の信頼関係が出来ていくこと
が多いようです。 
最終的には、本人が決めることなので無理

矢理申立てを勧めるということはもちろん
ありませんが、令和元年から令和５年までの
５年間で事務局に相談があって、申立てに結
びついた件数というのが、14件でした。内訳
としては令和元年に4件、令和2年に2件、令
和3年に3件、令和4年に4件、令和5年は1件と
なっています。 
これらは全部、事務局からつながった事件

です。受付件数が全体で32件だったので、そ
のうち44％が公害審査会の事務局に相談が
あって、申請に結びついたという事件なんで
す。 
ですから、審査会の事務局は申請人、被申

請人双方に上手に対応していまして、代理人
が就いていないような方からの、「申請した
いけれどどうしたらいいか」という相談にも
誠実に対応していますし、相手方への接触も
丁寧に行っているので、応諾しないというケ
ースはここ数年では０という状況になって
います。
調停制度のいいところは、ご本人とお話し

して相手方を説得するという部分でもあり
ますが、事務局もうまくやっているんだなと
思っています。申請に対して、被申請人から
の意見書も大体提出してもらえる。意見書の
書き方についても、事務局の方で丁寧にアド
バイスされているんですね。 
それから、事務局からは私のところへも相

談がこまめにあがってきていました。まず、
事件が係属すると調停委員を誰にするのか、
事件の背景を見ながら、この人とこの人どう
ですかと相談しに来るわけです。僕の方では、
事件の内容、手持ち件数を見ながら弁護士委
員の調停委員長を選任します。代理人が就い
ている場合には、この代理人を説得するには、
どの人が一番適任か、と考えて選んでいます。 
事務局からあがってくる相談は、調停委員

の調整などから始まりますが大阪では、年に
２回、全体委員会を開いています。委員全員
で情報共有して、どこまで進んでいるのか、
問題点はどこにあるのかなど、調停委員長か
ら説明したら他の委員から意見があります。
その辺りからも、事務局含めて審査会全体で
情報共有できているから心配は無かったで
すね。それに、委員会とは違う観点の質問が
事務局から出てくることもありますし、問題
点や解決の方法について、調停委員会でも
「これでいいのかな」と思っていることにつ
いて、質問を投げかけることもあります。 
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③“この制度は、審査会事務局の姿勢に加え
て弁護士が実際に使ってくれないと、なか
なか順調には進まないんじゃないかと思
います。双方の代理人がきちんと解決を目
指して委員会の専門家のアドバイスを受
ければ、もっともっと申立てを掘り起こせ
るんじゃないかと思うんです。”



 

特集 

 「都道府県の公害審査会を、活性化してい
くべき」という課題については、もっと早く
から危機意識を持たないといけなかったと
思うんですよ。今の公調委からは、一生懸命
何とかしたいという意欲があふれておりま
すけれどね。 
そういう点で言うと、危機意識に関しては

労働委員会なんかはものすごく高くて、何と
かしようというのがあるんですよ。でも、公
害紛争の公調委では、何とか活性化しようと
いう雰囲気が僕が審査会会長になった最初
の頃は、少なかったように感じました。最近
は、６月の協議会のように闊達にご意見がで
てくるようになって、良い方向に行ってるな
と思うんです。その際に受付件数がゼロの審
査会も相当数あると伺いましたが、公害紛争
処理制度を広報して、調停制度が有用だとい
うことを訴える努力をすることが必要です
ね。 
協議会の後で、公調委が都道府県の弁護士

会に行って説明会をされていると伺いまし
たが、この制度は、弁護士が実際に使ってく
れないと、なかなか順調には進まないんじゃ
ないかと思います。双方の代理人がきちんと
解決を目指して専門家のアドバイスを受け
れば、もっともっと掘り起こせるんじゃない
かと思うんです。常設の審査会が無いところ
もありますから、「あなたの身近な苦情につ
いて、きちんと処理しますよ」ということを
広報するとか、「自分たちはこんなことで助
かりました。」というようなことをSNSなど
使って発信できたら良いんだけれど。「こう
いう事件で、こういう解決ができますよ」と
いう解決の事例をもっとPRする必要があり
ますね。「こんなに役立ちました」と。調停

、

を進めていく過程で、最終的に解決しなくて
も申立て時点より良くなったケースって結
構あるんですよね。 
少し前に不調になったケースで、とても静

かだった場所にできた施設のダンスやカラ
オケの音がうるさいということで、申立て時
は騒音対策を求めていたものがあります。双
方の代理人が一生懸命にアレンジして、何時
から何時まででカラオケは止めます等、一定
のところまで良くなったのに、最後のところ
で解決金の金額でもめてしまいまして、被申
請人の方からしたら、これまでも十分対応し
てきたし、お金もかかっているのに更に追い
打ちをかけられるというのはとんでもない
とおっしゃって、成立しなかったというもの
があるんです。このケースのように、非常に
有用な話合いができて、相手方が一定の措置
を講じてくれたとしても成立しないケース
もありますし、事態が改善されても成立しな
いというものもあります。
大阪の場合、事件を持ってくる弁護士が何

人かいるんですよ。相談を受けてこの調停制
度を積極的に利用するという方がいます。有
用な制度ですし費用面からもコストパフォ
ーマンスが良いと思いますね。申立てもしや
すいし、専門家の知見も得られる、たまに何
かむちゃくちゃなことを言うような方がお
られたとしても、事務局がアドバイスしてい
ますし、一定のシステムに乗っているから良
いんですよね。ただ、やはり好き嫌いあると
思いますし、こういう事件をやりたいと思わ
ない人も結構いらっしゃるとは思うんです。
それでも、やっぱりやりたい弁護士も一定割
合いますからね。 
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④“僕は、大阪の弁護士会では「公害審査会
の存在意義」というのは裁判所の調停とも
違う形としてはっきり認識されていると
思っていますし、積極的に活用されている
と考えています。”

それから、こじれていると言えばなかなか
すごいのがありました。公害審査会に申請さ
れる前に、簡易裁判所で調停をして、その後、
申立人と相手方が入れ替わって、再度調停を
したというケースなんですが、裁判所でうま
くいかなかった事件を審査会に持ってくる
という、そういう事例が大阪にはあるんです
よ。 
最初は、被申請人側も「簡易裁判所で調停

してもだめだったんだから」と、消極的なこ
とを言いますが、それでも拒否することなく
応じてくださって、進めているうちに一定方
向へ進んでいくという形もあります。裁判所
で調停をして、それが成立しなかったり、あ
るいは調停中であっても一方が公害審査会
に申し立ててきて、双方で進んで行くという
こともあります。だから、僕は、大阪の弁護
士会では、公害審査会の存在意義というのは

裁判所の調停とも違う形としてはっきり認
識されていると思っていますし、積極的に活
用されていると考えています。 
例えば、原因者の方から裁判所ではなく、

あえて公害審査会に円満解決を求めて調停
を申請してくる場合もあります。自分として
は、適切に一生懸命対応しているのに、理解
してもらえないから「何とかしてくれ」とい
うケースです。双方をお呼びして、「何が不
満なのか」をお伺いしていく中で、争点が分
かっていくこともありますし、原因者側とし
ても「もう少しこうします」と譲歩すること
はありますから、そこは委員側の「何とか解
決したい」という熱意にもよるんじゃないで
しょうか。それに、調停に応じるよう委員側
から説得されたら、やっぱり解決したいと皆
さん思われるんじゃないでしょうか。 
それから、公害審査会では、組織として測

定にも簡易迅速に対応できるし簡易裁判所
で調停不調になったものでも、新しい視点で
考えるという点では、簡易裁判所よりも柔軟
に出来るし、事務局もしっかりしているので、
良いのかなと思います。 
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特集 

４ 今後の公害紛争処理制度に期待すること 

“制度全体として解決力の総和を高める
ためには、上から旗を振るだけではなく
て、現場から意欲が上がってこないと難
しいと思います。底上げするためには、
全国の公害審査会の事務局の方が自分
たちの存在意義というのを意識するこ
とが重要。” 

公害紛争処理制度は、解決面からもすごく
良い制度ですね。少なくとも、申立て段階で
はこじれていて、主に金銭賠償ではないよう
な措置請求が主ですので、それを専門家とし
て仲介して、訴訟と対比して時間、費用、解
決方法、互譲による解決のメリットがあると
いうことを説明する。原因者である被申請人
には、法的な問題になっていないとしても、
一定程度苦情の原因があることを理解して
もらって、相互に信頼関係が築けるように粘
り強く工夫して協議を成立させることがで
きる制度ですので、これは是非積極的に広報
されて活用されることを期待したいと思い
ます。 
その活用のためには、やっぱり弁護士の関

与が重要だと思います。この制度の有用性が
全国の弁護士に認知されるということが必
要ですので、公調委の方も弁護士会での制度
の説明というより、例えばシンポジウムを開
いて公害紛争処理に関わったことのある弁
護士に来てもらって、有用性を広く伝えても
らうとか工夫できると思いますね。一方的な
広報ではなく年に１回くらいシンポジウム
を開かれたらいいと思います。 

公害紛争処理制度全体の解決力の総和を
高めるためには、上から旗を振るだけではな
くて、現場から意欲が上がってこないと難し
いと思います。底上げするためには、全国の
公害審査会の事務局の方が自分たちの存在
意義というのを意識することが重要ですね。 
この制度を利用してもらうためには、審査

会の方達に実際の現場での進め方を理解し
てもらうことも重要ですよね。調停は非公開
だから、なかなか難しいと思いますけれど、
近畿管内とか東京管内とか、事件のあるとこ
ろに他の府県の方が研修か何かで勉強でき
る機会があると良いですよね。やっぱり現場
での進め方を理解していないと、「申立てが
来ても困るな、来たらどうしよう」となって
しまいます。だから、申立てが来ても安心し
て対応できるように、実地研修みたいなこと
が考えられたら良いかなと思います。調停委
員が当事者とやりとりしている場とか、最初
は、対立していた当事者をどう説得して事情
聴取しているかとかその辺りを見てもらう
とかなり勉強になると思いますよ。 
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大阪府の審査会では、調停調書も非常に詳
細に取っていますので、読み直すだけでも勉
強になります。その経過からどれを次の宿題
にするかとか、その辺りも出るようになって
いきますから、やはり事件を掘り起こすには、
事務局に頑張ってもらわないといけないん
ですよね。調停委員と事務局双方の努力が必
要なんです。だから、事務局で継続的な対応
というか、何回もご本人と話していくうちに
「申立てもありますよ」という感じでご本人
の意思を確認しながら、調停の申立てに持っ
て行くようなことは事務局も努力していま
すし、そもそもが公平な制度ですけれど、必
要な資料なんかも、その相談の段階でしっか
り指摘していますから、調停の進行自体もス
ムーズになるんですね。
ですから、やっぱり事務局の方の意識が高

まるというのは非常に重要で、大阪の場合は、
OJTが非常にしっかりできているんです。今
年の4月に新人職員が入ったんですが、短い
期間で立派に対応できるようになっていま

す。初めて配置された部署が審査会ですけれ
ど、本当にしっかりやっています。だいたい、
半年もしたら十分、立派になっておられます。
その前に配置された新人職員は、1年ぐらい
したら職員みんなを回していましたね。だか
ら、本当に大阪府公害審査会のOJTはすごい
と思っているんです。それだけ、事件の数が
多いということもあるんでしょうけど、なに
よりも現場でしっかりやってるからだと思
います。紛争があれば解決したいと思ってい
ますから、双方にとって良いと思うことを何
とかアドバイスして成立させたいと思って、
みんな一生懸命やっています。対応の最前線
にいらっしゃる方たちは、本当にすごく大変
なので健康を大事に頑張っていただきたい
と思います。 

播磨弁護士にもご出席いただいた、当委員会主催の「第 54回公害紛争連絡協議会」
については、機関誌「ちょうせい」の以下の記事にて掲載されております。適宜ご参
照下さい。 

機関誌「ちょうせい」記事 

① 第 118号（令和 6年 8月）
「第 54回公害紛争処理連絡協議会（前編）」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000963086.pdf 

② 第 119号（令和 6年 11月）
「第 54回公害紛争処理連絡協議会（後編）」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000978728.pdf 
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